
一般社団法人全国警備業協会関係 

 加盟会員専用  お知らせ （令和７年度№１１） 

 下記のとおりのお知らせがありましたので参考にして下さい。 

 

別添１ パートナーシップ構築宣言について 

 

 

別添２ 「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の周知について 

 

 

 

別添３ 特定生産性向上設備等投資促進税制の周知について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



全 警 協 発 第 1 7 号 

令 和 ８ 年 １ 月 2 0 日 

 

協会長 各位 

 

(一社)全国警備業協会 

専務理事 黒木 慶英 

 

 

パートナーシップ構築宣言について 

 

謹 啓 

 貴協会におかれましては、平素から当協会運営につきまして格別のご支援を賜り厚

く御礼申し上げます。 

 さて、この度、みだしの件につきまして、警察庁及び中小企業庁から、別添文書の

とおり協力依頼がございました。 

 サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企業の共存共栄を目指すこと

を目的とする「パートナーシップ構築宣言」につきましては、加盟企業の皆様には積

極的にご参加いただいているところ、振興基準が改正され令和８年 1月 1日に施行さ

れたことに伴い、パートナーシップ構築宣言のひな形についても同日付で改正されま

した。 

つきましては、既に宣言いただいている企業様におかれましては、新しいひな形で

の「パートナーシップ構築宣言」の更新および宣言内容の適切な履行実行について、

また、未宣言の企業様については、新しいひな形での宣言をご検討いただきたく、管

内加盟員各位に対し広く周知下さいますようお願い申し上げます。 

 

謹 白 
■「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト 

https://www.biz-partnership.jp/ 
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「パートナーシップ構築宣言」のひな形（2026 年 1 月版） 
 

 当社は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連

携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築するため、以下の項目

に重点的に取り組むことを宣言します。 

 

１． サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携 

直接の取引先だけでなくサプライチェーンの深い層の取引先に働きかけることによ

り、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や

企業規模等を超えた連携により、取引先との共存共栄の構築を目指します。 

 

（個別項目） 

※下記から積極的に取り組む項目を特定し、項目毎に取組内容を具体的に記載してく

ださい。 

a. 企業間の連携（オープンイノベーション、M&A等の事業承継支援、取引先のテ

レワーク導入支援 等） 

b. IT 実装支援（共通 EDIの構築、データの相互利用、IT人材の育成支援、サイ

バーセキュリティ対策の助言・支援 等） 

c. 専門人材マッチング 

d. グリーン化の取組（脱・低炭素化技術の共同開発、省エネ診断に係る助言・支

援、生産工程等の脱・低炭素化、グリーン調達 等） 

e. 健康経営に関する取組（健康経営に係るノウハウの提供、健康増進施策の共同

実施 等） 

f. BCP/事業継続（取引先の災害時等の事業継続計画策定の助言 等） 

 

 

２． 「振興基準」の遵守 

発注方法の改善、対価の決定の方法の改善、代金の支払方法の改善、型等に係る取

引条件の改善、知的財産の保護及び取引の適正化等を含む委託事業者と中小受託事業

者との望ましい取引慣行（受託中小企業振興法に基づく「振興基準」）を遵守し、取

引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り

組みます。 

※「中小受託取引以外の企業間取引についても、取引上の立場に優劣がある企業間で

の取引の適正化を図る」場合には、その旨記載ください。 

 

 

３． その他（任意記載） 

（例）直接の取引先だけでなく、直接の取引先の更に先まで価格転嫁が可能となるよ

うな価格決定を行い、その旨をサプライチェーンの隅々まで伝わるよう情報発

信します。 

（例）当社が関わるサプライチェーン全体の共存共栄のため、直接の取引先をはじ

め、サプライチェーン全体へのパートナーシップ構築宣言の普及を図ります。 

（例）取引先満足度調査の実施、事業活動を通じて得られた利益やコストダウン等の

成果配分を取引先との間で‟50/50（ﾌｨﾌﾃｨ・ﾌｨﾌﾃｨ）“とする、「ホワイト物流」

に関する「自主行動宣言」を表明済み 等 



  （注）「ホワイト物流」について記載する場合は、「ホワイト物流」に関する

「自主行動宣言」を表明し、「ホワイト物流」推進運動のホームページに掲載

されている必要があります。 

（例）約束手形の利用の廃止に向けて、大企業間取引も含め、現金払いや電子記録債

権への移行に取り組みます。 

 

 

 

 

 

○年○月○日 

受託中小企業振興法に基づく「振興基準」の内容を理解した上で宣言します。 

 

                                                        

企 業 名       役職・氏名（代表権を有する者） 
（備考） 

 ・本宣言は、（公財）全国中小企業振興機関協会が運営するポータルサイトに掲載されま

す。 

 ・主務大臣から「振興基準」に基づき指導又は助言が行われた場合など、本宣言が履行され

ていないと認められる場合には、本宣言の掲載が取りやめになることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



全 警 協 発 第 1 8 号 

令和８年１月 2 0 日 
 

協会長 各位 
 

( 一社 ) 全国警備業協会 

専務理事  黒木  慶英 
 

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の 

周知について 
 

謹 啓 
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素当協会の運営につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、令和５年 11 月 29 日に内閣官房および公正取引委員会より公表されました「労

務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」（以下「労務費転嫁指針」とい

う。）に関しましては、これまで当協会においても様々な機会を通じて周知を図ってま

いりました。 

この度、労務費転嫁指針の策定後に公正取引委員会で実施した調査結果等を踏まえ

て「労務費の適切な転嫁に向けた取組事例」等を追加するとともに、令和８年１月１

日に施行された「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防

止に関する法律」（通称：取適法）を踏まえて記載内容の見直し、その他所要の修正が

行われ、「労務費転嫁指針」が改正されたことから、警察庁より、別添文書のとおり改

めて「労務費転嫁指針」の周知依頼がございました。 

つきましては、ご多忙のところ恐縮ではございますが、管内加盟員各位に対し、改

正された「労務費転嫁指針」の内容をご周知いただくとともに、価格交渉にあたって

は、先般改訂いたしました「警備業における適正取引推進等に向けた自主行動計画」

および、２種類のリーフレット「警備業における適正取引の推進」「警備業における適

切な価格転嫁の実現に向けて」を積極的にご活用いただき、適切な価格交渉を行って

いただきますよう、併せてご周知をお願い申し上げます。 
 

謹 白 
  



（参考） 

・警備業における適正取引推進等に向けた自主行動計画 

【URL】 
https://www.ajssa.or.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/voluntary_action-plan_r7.pdf  

【QR コード】 
 
 
 
 
 

・リーフレット「警備業における適正取引の推進」 

【URL】 
 https://www.ajssa.or.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/voluntary_action-plan2.pdf 

【QR コード】 
 
 
 
 
 

・リーフレット「警備業における適切な価格転嫁の実現に向けて」 

【URL】 
 https://www.ajssa.or.jp/wp/wp-content/themes/ajssa/pdf/health/promotion/tekiseitorihiki-leaflet-a3-3.pdf  

【QR コード】 
 
 
 
 
 

・資料集 

【URL】 
 https://www.ajssa.or.jp/wp/wp-content/themes/ajssa/pdf/health/promotion/tekiseitorihiki-shiryousyu.pdf  

【QR コード】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ajssa.or.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/voluntary_action-plan_r7.pdf
https://www.ajssa.or.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/voluntary_action-plan2.pdf
https://www.ajssa.or.jp/wp/wp-content/themes/ajssa/pdf/health/promotion/tekiseitorihiki-leaflet-a3-3.pdf
https://www.ajssa.or.jp/wp/wp-content/themes/ajssa/pdf/health/promotion/tekiseitorihiki-shiryousyu.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
  以下省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



全警協発第 21号 

令和 8年 1月 21日 

 

協会長 各位 

 

(一社)全国警備業協会 

専務理事 黒木 慶英 

 

特定生産性向上設備等投資促進税制の周知について 

 

謹 啓 

 貴協会におかれましては、平素から当協会運営につきまして格別のご支援を賜り厚

く御礼申し上げます。 

 さて、この度、みだしの件につきまして、警察庁から、別添文書のとおり周知依頼

がございました。 

 つきましては、業務ご多忙のところ恐縮に存じますが、管内加盟員各位に対し周知

徹底下さいますようお願い申し上げます。 

謹 白 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 


